
（平成２３年５月１１日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 19 件

国民年金関係 6 件

厚生年金関係 13 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 24 件

国民年金関係 12 件

厚生年金関係 12 件

年金記録確認千葉地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

千葉国民年金 事案 3513 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成２年５月及び同年６月の国民年金保険

料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 38 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成２年５月から３年３月まで 

             ② 平成５年２月から同年８月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料が未納であると言われたので、Ａ市

Ｂにある市役所出張所で手続を行い、一括納付しているので、申立期

間が未納となっていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立期間①のうち、平成２年５月及び同年６

月の国民年金保険料については、無資格期間に納付されたことを理由とし

て同年８月 29 日の決議により、同年９月 18 日に申立人に還付されている

ところ、申立人は、当該期間は厚生年金保険等の被保険者となっておらず、

国内に居住し国民年金の第１号被保険者であったと考えられる。保険料が

納付されていたにもかかわらず、被保険者資格を喪失させ無資格期間とし、

保険料を還付した理由は不明であるが、社会保険事務所（当時）は、７年

９月 26 日に当該期間を第１号被保険者期間に訂正していることから、行

政側の事実と異なる資格喪失手続により保険料の還付が行われた可能性が

うかがえる。 

   一方、申立人は、申立期間の保険料を平成５年９月から同年 12 月頃ま

でに一括納付したと主張しているところ、オンライン記録によれば、申立

期間は上記７年９月 26 日の被保険者資格の訂正処理が行われるまで国民

年金に未加入の期間であることから、保険料の納付書が発行されたとは考

え難く、当該訂正処理後にその時点で納付することが可能な期間の保険料

を納付したものと推認される。 



  

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立期間の保険料を納付する前

提となる別の国民年金手帳記号番号が申立人に払い出されていたことをう

かがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間①のうち平成２年７月から３年３月までの期

間及び②の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告

書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成２年５月及び同年６月の国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



  

千葉国民年金 事案 3514 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年４月から同年６月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 38 年８月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 39 年 11 月から 41 年 11 月まで 

             ③ 昭和 42 年 10 月から 43 年３月まで 

             ④ 昭和 44 年４月から 45 年２月まで 

             ⑤ 昭和 46 年４月から 47 年３月まで 

             ⑥ 昭和 47 年４月から同年６月まで 

             ⑦ 昭和 47 年７月から 48 年５月まで 

    私は、申立期間の国民年金保険料を納付していたにもかかわらず、国

民年金に未加入及び未納とされていることは納得できない。特に申立期

間⑥については、保険料を納付した領収証書を所持しているにもかかわ

らず、国民年金に未加入の期間とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間⑥については、オンライン記録において、国民年金に未加入の

期間とされているが、申立人は、国民年金保険料を昭和 47 年７月 24 日に

Ａ市役所で納付した領収証書を所持しており、特殊台帳の記録でも納付済

みとなっていることが確認できる。 

   また、申立期間⑥当時、申立人は被用者年金制度に加入している等の事

情は無く、当該期間は国民年金の強制被保険者となるべき期間であること

から、申立人には当該期間について資格喪失手続を行う合理的な理由は見

当たらず、申立期間⑥当時、行政側の事務処理に不手際があったことが認

められる。 

   一方、申立期間①、②及び⑦については、申立人の所持する国民年金手



  

帳には当該期間に係る資格記録は確認できず、オンライン記録の資格記録

と一致することから、当該期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、

保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立期間③、④及び⑤については、申立人が所持する国民年金手

帳の昭和 42 年度、44 年度及び 46 年度の印紙検認記録欄に検認印は無く、

未納と記録されており、特殊台帳及びオンライン記録と一致している上、

申立人の夫も申立期間③、④及び⑤は未納である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立人が申立期間①、②、③、④、⑤及び⑦の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 47 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



  

千葉国民年金 事案 3515 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 42 年４月から 43 年９月までの国民年

金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 36 年４月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 42 年４月から 43 年９月まで 

    私は、昭和 54 年９月頃に国民年金特例納付案内書が届いたので、申

立期間①については、36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料を

一括して特例納付したのに未納とされていることは納得できない。 

    また、申立期間②の保険料については、領収証書が残っているのに当

該期間が未加入とされ、昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び

38 年４月から同年９月までの期間の保険料として充当されたことは納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間②を含む昭和 42 年４月から 47 年３月までの国民年

金保険料を一括納付した領収証書を所持しており、特殊台帳においても領

収証書と同様の納付記録が確認できる上、Ａ年金事務所は申立人に対して

平成 22 年 11 月２日付け「国民年金保険料納付記録の照会について（回

答）」において当該期間の保険料の納付事実を確認した旨を通知している。 

   また、申立期間②は特殊台帳及びオンライン記録において、国民年金に

未加入の期間とされているが、申立人は昭和 42 年４月に会社を退職した

後は自営業を行っていたと申述しており、ほかに被用者年金制度に加入し

た形跡が見当たらないことから、申立期間②は国民年金の強制被保険者と

なるべき期間であり、当該期間が未加入期間とされる合理的な理由は見当

たらず、申立期間②当時、行政側の記録管理が適正に行われていなかった

可能性がうかがわれる。 

   一方、申立期間①については、妻の分と合わせて保険料を一括納付した

と申述しているが、納付したとする妻の保険料も未納となっている上、申



  

立人は特例納付した時期及び場所等の記憶が曖昧であり、具体的な納付状

況は不明である。 

   また、申立人が申立期間①の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 42 年４月から 43 年９月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 



  

千葉国民年金 事案 3516 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55 年 11 月から 56 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 55 年 11 月から 56 年３月まで 

    私は、年金事務所から、平成 22 年７月 16 日付けで「国民年金保険料

納付記録の照会について（回答）」を受け取った。それによると、申

立期間の納付事実は確認できたが、国民年金被保険者の資格喪失後の

期間に係る納付であるとして納付済期間とすることができないため、

申立期間の保険料を還付するとのことである。昭和 55 年度の保険料を

前納したことはＡ市が発行した国民年金保険料納付明細書により明ら

かなので申立期間を納付済期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料を前納したと主張しているところ、

申立人の所持するＡ市発行の国民年金保険料納付明細書から、昭和 55 年

４月に、昭和 55 年度の保険料を前納していることが確認できる上、特殊

台帳においても、同年度の保険料を前納していることが認められる。 

   また、オンライン記録及び特殊台帳によると、申立期間は国民年金に未

加入の期間と記録されており、保険料を納付することはできない期間であ

ることから、本来、納付された保険料は還付されるべきところ、申立期間

の保険料が還付された事実は認められず、当該保険料は 30 年以上の長期

間にわたり国庫金として扱われていたことを考え合わせると、申立期間当

時、行政側の記録管理が適切に行われていたとは考え難い。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

千葉国民年金 事案 3517 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和50年９月から同年10月までの期間及び53年８月から54年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 50 年９月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 53 年８月から 54 年３月まで 

    私は、昭和48年３月に結婚し、その後、50年９月頃に夫の厚生年金保

険被保険者の資格喪失に伴い、夫婦で国民年金に加入し、私が二人分の

国民年金保険料を同年９月以降納付してきた。 

    また、昭和53年８月から54年３月までの期間については、一緒に保険

料を納付していた夫が納付済みとなっており、私だけが未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人及びその夫は、昭和50年９月25日にＡ市

Ｂ区から同市Ｃ区に転居していることが戸籍の附票により確認でき、申立

人の国民年金手帳記号番号は、前後の任意加入者の資格取得日から同日に

夫婦連番で払い出されており、同時期に国民年金の加入手続を行ったこと

が推認できる。 

   また、申立人は、その夫の厚生年金保険被保険者の資格喪失に伴い、速

やかに国民年金の加入手続を行っていることから、申立人の国民年金制度

への関心及び納付意識は高かったものと考えられ、国民年金の加入当初か

ら国民年金保険料を未納にするとは考え難く、申立期間①は２か月と短期

間であることを踏まえると、申立人は申立期間①の保険料を納付していた

ものと考えるのが自然である。 

   申立期間②については、申立人は夫婦で国民年金に加入して以降、申立

人が夫婦二人分の保険料を納付してきたと申述するところ、申立期間②は



  

８か月と短期間である上、保険料を一緒に納付していたとする申立人の夫

は納付済みであり、申立人が納付したと申述する金額と当時の法定保険料

額はおおむね一致していることを踏まえると、申立人は申立期間②の保険

料を納付していたものと考えるのが自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及び

②の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

千葉国民年金 事案 3518 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年６月から７年２月までの期間及び８年６月から同年７

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成６年６月から７年２月まで 

             ② 平成８年６月から同年７月まで 

    私は、申立期間当時は大学生であり、国民年金の加入手続には関与し

ていないが、母が加入手続を行い、申立期間①の国民年金保険料を納付

書により郵便局又は金融機関で納付していたという話を当時から聞いて

いた。また、申立期間②の保険料については、アルバイト収入が増えた

ので、保険料相当額を母に手渡して納付してもらったり、自分で郵便局

又は金融機関で納付したりしていたと思うので、申立期間①及び②が未

納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、申立人の母が加入手続を行ってく

れたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番号は、前後の

被保険者の納付記録により、平成６年９月頃に払い出され、同時期に申

立人は国民年金の加入手続を行ったことが推認できることから、加入時

期は申立人の主張とおおむね一致する。 

    また、申立期間①は９か月と短期間である上、加入時点において現年

度納付が可能であることを踏まえると、申立人は申立期間①の国民年金

保険料を納付していたものと考えるのが自然である。 

 

  ２ 申立期間②については、オンライン記録において、申立期間②の直前

の平成８年４月及び同年５月の保険料は 10 年５月 26 日に、直後の８年

８月及び同年９月の保険料は 10 年９月 22 日に、それぞれ納付されてい



  

ることが確認でき、申立人は申立期間②前後の保険料を時効到来前の期

日で納付していたと考えられる。 

    また、申立人は平成８年頃はアルバイト収入が増えてきた時期である

と述べており、10 年には現年度納付及び申立期間②前後の保険料を過

年度納付していることから、申立人は保険料を納付する十分な資力があ

ったことがうかがえる上、申立期間②は２か月と短期間であり、前後の

保険料は過年度納付していることを踏まえると、申立人は申立期間②の

保険料も過年度納付していたものと考えるのが自然である。 

 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間①及

び②の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

千葉厚生年金 事案 3486 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ事業所における厚生年金保険被保険者資格の取得日は昭和

34 年５月１日、資格喪失日は 35 年５月１日であると認められることから、

申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

 なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 34 年５月から 35 年４

月までは 5,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 34 年５月１日から 37 年４月１日まで 

    私は、昭和 34 年５月１日にＡ事業所に入社し、Ｂ（作業）に従事し、

37 年３月末まで勤務したので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿に、申立人と同姓同

名の生年月日が昭和 16 年７月 13 日で、かつ、資格喪失日の記載は無いが、

資格取得日が 34 年５月１日のオンライン記録に統合されていない記録が

確認できる。 

   また、申立人は、自身の生年月日について、「正しくは昭和 16 年＊月

＊日であるが、疎開先で実母の生年月日である７月 13 日と間違って申告

した時期がある。」と供述しているところ、オンライン記録により、申立

人の基礎年金番号に統合済みの二つの厚生年金保険台帳記号番号の生年月

日は、16 年７月 13 日から同年＊月＊日に訂正されていることが確認でき

る。 

   これらを総合的に判断すると、当該未統合記録は申立人の記録であると

認められる。 

   また、申立人がいつ頃までＡ事業所に勤務していたかについては、事業

所は当時の関係資料が無く不明と回答している上、元同僚からは具体的な



  

供述を得ることはできなかったものの、同事業所に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿の当該未統合記録の「標準報酬月額の変遷」欄に、「法

改 35.5」の記載があることから、申立人は標準報酬月額表の法改正があ

った昭和 35 年５月１日時点において当該事業所に在籍していたことが確

認できることから、同日を申立人の資格喪失日と考えるのが妥当である。 

   なお、昭和 34 年５月から 35 年４月までの標準報酬月額については、当

該未統合記録から 5,000 円とすることが妥当である。 

一方、申立期間のうち、昭和 35 年５月１日から 37 年４月１日までの期

間については、申立人が氏名を挙げた元同僚は既に死亡しているため、Ａ

事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、６人に照会し、４人

から回答を得たが、申立人の勤務期間及び厚生年金保険の加入状況につい

て、具体的な証言を得ることはできない。 

また、Ａ事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

申立人の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、事業主により給与から保険料を控除されていたことをうかが

わせる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、昭和 35 年５月１日から 37 年４月

１日までの期間について厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3487 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成３年８月１日から同年 11 月 30 日までの

期間については、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月

額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当

該期間の標準報酬月額を同年８月及び同年９月は 16 万円、同年 10 月は

19 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成３年 11 月 30 日から４年６月１日までの期

間については、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年６月１日である

と認められることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を 19 万円とする

ことが妥当である。 

   さらに、申立期間のうち、平成４年７月 31 日から同年 10 月 28 日まで

の期間については、申立人のＢ社における資格喪失日は同年 10 月 28 日で

あると認められることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額は 18 万円と

することが妥当である。 

   加えて、申立期間のうち、平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日まで

の期間については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主よ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社にお

ける上記訂正後の資格喪失日に係る記録を同年 12 月１日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 17 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 44 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年８月１日から同年 11 月 30 日まで 

             ② 平成３年 11 月 30 日から４年６月１日まで 

             ③ 平成４年７月 31 日から同年 12 月１日まで 

    私は、申立期間①及び②はＡ社に、申立期間③はＢ社に勤務していた



  

が、この間の厚生年金保険の被保険者記録が間違っているので訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②については、雇用保険の加入記録により、申立人が

Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

    また、オンライン記録によると、申立期間①の標準報酬月額は、当初、

平成３年８月及び同年９月は 16 万円、同年 10 月は 19 万円と記録され

ていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった４年１月

16 日から約７か月後の同年８月 26 日付けで、申立人に係る３年８月か

ら同年 10 月までの標準報酬月額の記録が 10 万 4,000 円に遡及して訂正

されていることが確認でき、同日に当該事業所において厚生年金保険の

被保険者であった多数の者についても同様の処理が行われている。 

    さらに、申立期間②については、平成４年８月 26 日付けで、申立人

の３年 10 月の定時決定の記録が取り消された上、厚生年金保険の被保

険者資格喪失日が同年 11 月 30 日として記録されていることが確認でき、

ほかの者にも同様の処理がされているが、４年８月 26 日において当該

事業所が適用事業所の要件を満たしていたと認められることから、当該

事業所が適用事業所でなくなったとする処理を社会保険事務所が行う合

理的な理由は見当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、申立人に係る上記標準報酬月額を減額

する旨の処理及び平成３年 11 月 30 日に厚生年金保険被保険者資格を喪

失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効

なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、雇用保険の加入記録に

おける離職日の翌日である４年６月１日であると認められる。 

    また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た記録から、平成３年８月及び同年９月は 16 万

円、同年 10 月から４年５月までは 19 万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間③については、雇用保険の加入記録により、申立人は、申立

期間にＢ社に平成４年 11 月 30 日まで継続して勤務していたことが確認

できる。 

    また、オンライン記録によると、Ｂ社は、当初、平成４年７月 31 日

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているが、同日に被保険者資格

を喪失した複数の者の喪失処理日が同年 10 月 28 日であることから、当

該事業所が適用事業所でなくなった旨の処理も同日に行われたと推認で

き、同日に、申立人の同年 10 月の定時決定の記録を取り消した上で、

資格喪失日を同年７月 31 日に遡及して訂正しており、ほかの者にも同



  

様の処理が行われていることが確認できる。 

    しかし、当該処理前の記録から、平成４年７月 31 日において当該事

業所が適用事業所の要件を満たしていたと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、当該喪失処理に係る記録は有効なもの

とは認められず、申立人の資格喪失日は、社会保険事務所が、当該事業

所が適用事業所に該当しなくなった処理を行った日から判断して、平成

４年 10 月 28 日であると認められる。  

    なお、当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た記録から、18 万円とすることが妥当である。 

    一方、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなる旨の処理が行われ

た平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日までの期間については、雇用

保険の加入記録及び当該事業所において申立人と同様の処理をされてい

る元同僚が所持する同年 10 月及び同年 11 月の給与支給明細書から判断

すると、申立人は、当該期間も継続して勤務し、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

    なお、現在、オンライン記録によると、Ｂ社は、厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった日が平成４年７月 31 日から同年 12 月１日に訂正

されている。 

    また、当該期間に係る標準報酬月額については、社会保険事務所に当

初届け出られた申立人の平成４年 10 月の標準報酬月額から、17 万円と

することが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る平成４年 10 月及び同年 11 月の保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、Ｂ社の厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなる処理を同年 10 月 28 日に行っていることから、

社会保険事務所は申立人に係る同年 10 月及び同年 11 月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、保険料を還付した場合を含む。）、事業主は当該期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3488 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間のうち、平成３年８月１日から同年 11 月 30 日までの

期間については、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月

額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、当

該期間の標準報酬月額を同年８月及び同年９月は 24 万円、同年 10 月は

32 万円に訂正することが必要である。 

   また、申立期間のうち、平成３年 11 月 30 日から４年６月１日までの期

間については、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年６月１日である

と認められることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者資格

の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額を 32 万円とする

ことが妥当である。 

   さらに、申立期間のうち、平成４年７月 31 日から同年 10 月 28 日まで

の期間については、申立人のＢ社における資格喪失日は同年 10 月 28 日で

あると認められることから、申立人の同社における厚生年金保険被保険者

資格の喪失日に係る記録を訂正し、当該期間の標準報酬月額は 26 万円と

することが妥当である。 

   加えて、申立期間のうち、平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日まで

の期間については、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主よ

り給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＢ社にお

ける上記訂正後の資格喪失日に係る記録を同年 12 月１日に訂正し、当該

期間の標準報酬月額を 22 万円とすることが妥当である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 42 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成３年８月１日から同年 11 月 30 日まで 

             ② 平成３年 11 月 30 日から４年６月１日まで 

             ③ 平成４年７月 31 日から同年 12 月１日まで 

    私は、申立期間①及び②はＡ社に、申立期間③はＢ社に勤務していた



  

が、この間の厚生年金保険の被保険者記録が間違っているので訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①及び②については、雇用保険の加入記録により、申立人が

Ａ社に勤務していたことが確認できる。 

    また、オンライン記録によると、申立期間①の標準報酬月額は、当初、

平成３年８月及び同年９月は 24 万円、同年 10 月は 32 万円と記録され

ていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった４年１月

16 日から約７か月後の同年８月 25 日付けで、申立人に係る３年８月か

ら同年 10 月までの標準報酬月額の記録が 11 万円に遡及して訂正されて

いることが確認でき、同日に当該事業所において厚生年金保険の被保険

者であった多数の者についても同様の処理が行われている。 

    さらに、申立期間②については、平成４年８月 25 日付けで、申立人

の３年 10 月の定時決定の記録が取り消された上、厚生年金保険の被保

険者資格喪失日が同年 11 月 30 日として記録されていることが確認でき、

ほかの者にも同様の処理がされているが、４年８月 25 日において当該

事業所が適用事業所の要件を満たしていたと認められることから、当該

事業所が適用事業所でなくなったとする処理を社会保険事務所が行う合

理的な理由は見当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、申立人に係る上記標準報酬月額を減額

する旨の処理及び平成３年 11 月 30 日に厚生年金保険被保険者資格を喪

失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該処理に係る記録は有効

なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、雇用保険の加入記録に

おける離職日の翌日である４年６月１日であると認められる。 

    また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た記録から、平成３年８月及び同年９月は 24 万

円、同年 10 月から４年５月までは 32 万円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間③については、雇用保険の加入記録により、申立人は、申立

期間にＢ社に平成４年 11 月 30 日まで継続して勤務していたことが確認

できる。 

    また、オンライン記録によると、Ｂ社は、当初、平成４年７月 31 日

に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているが、同日に被保険者資格

を喪失した複数の者の喪失処理日が同年 10 月 28 日であることから、当

該事業所が適用事業所でなくなった旨の処理も同日に行われたと推認で

き、同日に、申立人の同年 10 月の定時決定の記録を取り消した上で、

資格喪失日を同年７月 31 日に遡及して訂正しており、ほかの者にも同



  

様の処理が行われていることが確認できる。 

    しかし、当該処理前の記録から、平成４年７月 31 日において当該事

業所が適用事業所の要件を満たしていたと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、当該喪失処理に係る記録は有効なもの

とは認められず、申立人の資格喪失日は、社会保険事務所が、当該事業

所が適用事業所に該当しなくなった処理を行った日から判断して、平成

４年 10 月 28 日であると認められる。  

    なお、当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出た記録から、26 万円とすることが妥当である。 

    一方、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなる旨の処理が行われ

た平成４年 10 月 28 日から同年 12 月１日までの期間については、雇用

保険の加入記録及び当該事業所において申立人と同様の処理をされてい

る元同僚が所持する同年 10 月及び同年 11 月の給与支給明細書から判断

すると、申立人は、当該期間も継続して勤務し、厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

    なお、現在、オンライン記録によると、Ｂ社は、厚生年金保険の適用

事業所ではなくなった日が平成４年７月 31 日から同年 12 月１日に訂正

されている。 

    また、当該期間に係る標準報酬月額については、社会保険事務所に当

初届け出られた申立人の平成４年 10 月の標準報酬月額から、22 万円と

することが妥当である。 

  なお、事業主が申立人に係る平成４年 10 月及び同年 11 月の保険料を

納付する義務を履行したか否かについては、Ｂ社の厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなる処理を同年 10 月 28 日に行っていることから、

社会保険事務所は申立人に係る同年 10 月及び同年 11 月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったも

のの、保険料を還付した場合を含む。）、事業主は当該期間に係る保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3489 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 57 年１月１日から 63 年 12 月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

57 年１月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を同年１月から同年３

月までの期間は８万 6,000 円、同年４月から 58 年３月までの期間は９万

8,000 円、同年４月から 59 年３月までの期間は 11 万円、同年４月から 60

年３月までの期間は 11 万 8,000 円、同年４月から同年９月までの期間は

12 万 6,000 円、同年 10 月から 61 年３月までの期間は 11 万円、同年４月

から 63 年３月までの期間は 11 万 8,000 円、同年４月から同年 11 月まで

の期間は 12 万 6,000 円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 54 年３月 31 日から 63 年 12 月１日まで 

    私は、昭和 52 年５月１日にＡ社に入社し、平成３年 11 月 16 日に退

職するまで、同社のＢ部門で働いていた。申立期間に会社に在籍してい

たことは退職証明書により確認でき、申立期間の給与辞令、源泉徴収票

及び市民税・県民税特別徴収税額通知書等を提出するので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち昭和 57 年１月１日から 63 年 12 月１日までの期間に

ついては、申立人は、昭和 58 年度から 60 年度までの市民税・県民税

特別徴収税額通知書及びＡ社が発行した 58 年分給与所得の源泉徴収票

を所持しており、57 年は８万 835 円、58 年は 10 万 9,418 円、59 年は

11 万 4,497 円の社会保険料がそれぞれ控除されていることが確認でき

る。 



  

    また、申立人は、支給年が不明な６月分給与明細書を所持しており、

同明細書の基本給及び諸手当が昭和 58 年５月 25 日付けの給与辞令の

内容と一致することから、同年６月の給与明細書と推認できるところ、

同明細書により、給与から厚生年金保険料、健康保険料及び雇用保険

料が控除されていたことが確認できる。 

    なお、複数の元同僚は、「景気悪化により、会社が厚生年金保険から

国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料も納付してくれてい

た。」と供述している上、昭和 58 年６月の給与明細書で確認できる厚

生年金保険料額（5,830 円）は、当時の国民年金保険料１か月分と一致

していることから、事業主は国民年金保険料として当該金額を控除し

ていた可能性が考えられる。 

    しかし、申立人の申立期間における国民年金の納付記録は、未納又は

未加入の記録となっており、事業主が申立人の給与から控除した当該

金額を国民年金保険料として国に納付したことをうかがわせる事情は

見当たらない上、当該事業所は、申立期間において厚生年金保険の強

制適用事業所であり、申立人は厚生年金保険の当然被保険者となるべ

き者である。 

    以上のことから判断すると、事業主が申立人の給与から控除した保険

料は厚生年金保険料と考えるのが妥当である。 

    さらに、申立期間のうち昭和 60 年１月以降については、保険料控除

を確認できる関連資料は無いものの、保険料控除が中断する特段の事

情は見当たらない。 

    これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭和 57 年

１月１日から 63 年 12 月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、申立人は、当時の国民年

金保険料相当額を給与から控除されていたものと考えられることから、

当時の国民年金保険料に見合った標準報酬月額を認定することが妥当

であり、したがって、昭和 57 年１月から同年３月までの期間は８万

6,000 円、同年４月から 58 年３月までの期間は９万 8,000 円、同年４

月から 59 年３月までの期間は 11 万円、同年４月から 60 年３月までの

期間は 11 万 8,000 円、同年４月から同年９月までの期間は 12 万 6,000

円、同年 10 月から 61 年３月までの期間は 11 万円、同年４月から 63

年３月までの期間は 11 万 8,000 円、同年４月から同年 11 月までの期

間は 12 万 6,000 円とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否か

については、当時の事業主から回答を得られず不明であるが、仮に、

事業主から申立人が昭和 57 年１月１日に被保険者資格を取得した旨の



  

届出が行われた場合、その後、複数回の被保険者報酬月額算定基礎届

を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会

保険事務所（当時）が当該届出を記録していないとは、通常の事務処

理では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の取

得に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立

人に係る申立期間の厚生年金保険料について納入の告知を行っておら

ず、事業主は申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認

められる。 

 

  ２ 一方、申立期間のうち昭和 54 年３月 31 日から 57 年１月１日までの

期間については、申立人が所持する退職証明書及び雇用保険の加入記

録により、申立人が当該期間において継続して当該事業所に勤務して

いたことは推認できる。 

    しかし、当該期間において保険料が控除されていたことを示す関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

    また、申立人と同じく昭和 54 年３月 31 日に当該事業所における厚生

年金保険被保険者の資格を喪失した二人の元同僚の国民年金の納付記

録を確認すると、いずれも厚生年金保険の資格を喪失した直後の国民

年金保険料は納付されていない。 

    さらに、当該事業所と事業主が同じＣ事業所が保管している健康保険

厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、申立人の資格喪失

日が昭和 54 年３月 31 日と届け出られていることが確認でき、オンラ

イン記録と一致している。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち昭和 54 年３月

31 日から 57 年１月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3490 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間

のうち、平成４年 11 月から６年 10 月までの標準報酬月額の記録を 53 万

円に訂正することが必要である。 

   また、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、当該期

間のうち、平成 13 年２月から同年４月までを 10 万 4,000 円に訂正するこ

とが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る平成 13 年２月から同年４月までの上記訂

正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否かについて

は、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 14 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成４年 11 月１日から 15 年７月 16 日まで 

    私は、Ａ社に勤務していた期間について、ねんきん定期便で確認した

標準報酬月額よりも多い給与を支給されていた。給与明細書を提出する

ので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち平成４年 11 月１日から６年 11 月１日までの期間につ

いては、オンライン記録により、申立人の４年 11 月から６年 10 月ま

での標準報酬月額は、当初 53 万円と記録されていたが、同年 12 月 22

日付けで８万円に遡及して訂正されていることが確認できる。 

    また、申立人が所持する平成４年 12 月から６年 11 月までのＡ社の給

与明細書において、申立人は、上記遡及訂正前の 53 万円の標準報酬月

額に見合う厚生年金保険料を事業主により給与から控除されているこ

とが確認できる。 

    さらに、オンライン記録により、当時のＡ社の役員等７人に対し、申



  

立人と同様の遡及訂正が行われたことが確認できる上、元事業主は当

該遡及訂正について、「資金繰りの一環として行ったと思う。」と回

答している。 

    加えて、Ａ社の閉鎖登記簿謄本により、申立人が同社の役員であった

ことが確認できるものの、元事業主は、「申立人は、社会保険関係手

続には関与していなかった。」と回答している上、管轄社会保険事務

所が保管しているＡ社に係る滞納処分票の記録から、申立人が当該遡

及訂正処理に関与していないと認められる。 

    これらを総合的に判断すると、社会保険事務所においてこのような処

理を行うべき合理的な理由は見当たらず、申立人の平成４年 11 月から

６年 10 月までの標準報酬月額は、事業主が当初届け出たとおり、53 万

円に訂正することが必要である。 

 

  ２ 申立期間のうち平成 13 年２月１日から同年５月１日までの期間につ

いては、申立人が所持する同年３月から同年５月までの給与明細書に

より、申立人は、オンライン記録の標準報酬月額（９万 8,000 円）よ

り高い標準報酬月額に基づく保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

    また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法

律（以下「特例法」という。）に基づき、標準報酬月額を改定又は決

定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

    したがって、申立人の平成 13 年２月から同年４月までの標準報酬月

額については、給与明細書における保険料控除額から、10 万 4,000 円

とすることが妥当である。 

    なお、事業主が申立人に係る当該標準報酬月額に基づく保険料を納付

する義務を履行したか否かについては、元事業主は不明としており、

このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

    また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、

事業主が給与明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う標準

報酬月額の届出を社会保険事務所に行ったか否かについては、これを

確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったと

は認められない。 

 

  ３ 一方、申立期間のうち平成６年 11 月１日から 13 年２月１日までの期



  

間及び同年５月１日から 15 年７月 16 日までの期間については、給与

明細書に記載された給与支給総額はオンライン記録の標準報酬月額を

超えていることが確認できるものの、事業主が源泉控除していたと認

められる厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録

で確認できる標準報酬月額と一致していることから、特例法による保

険給付の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 



  

千葉厚生年金 事案 3491 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が

主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の平成３年

５月から同年 10 月までの標準報酬月額の記録を 53 万円に訂正することが

必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成３年５月１日から同年 11 月 30 日まで 

    私がＡ社に勤務していた期間のうち、平成３年５月から同年 10 月ま

では、毎月 70 万円から 80 万円の給与を支給されており、それに見合う

厚生年金保険料が控除されていたにもかかわらず、標準報酬月額が８万

円とされていることは納得できないので訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録において、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、当

初 53 万円と記録されていたが、Ａ社が適用事業所でなくなった平成３年

11 月 30 日より後の同年 12 月 27 日付けで、８万円に遡及して訂正されて

いることが確認できる。 

   また、オンライン記録により、当該事業所の社内取締役５人全員に、申

立人同様の遡及訂正が行われていることが確認できる。 

   さらに、申立人は、Ａ社の登記簿謄本により、申立期間当時役員であっ

たことが確認できるものの、雇用保険に加入している上、複数の元同僚は、

「申立人は、社会保険事務手続には関与していなかった。」と供述してい

る。 

   これらを総合的に判断すると、社会保険事務所においてこのような処理

を行うべき合理的な理由は見当たらず、標準報酬月額の記録訂正は有効な

ものとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、53 万円に訂正すること

が必要である。 



  

千葉厚生年金 事案 3492 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ事業所（現在は、Ｂ社Ｃ支

社）における資格取得日に係る記録を昭和43年11月11日に、資格喪失日に

係る記録を45年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を２万2,000

円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 43 年 11 月 11 日から 45 年４月１日まで 

    私は、昭和43年11月11日にＡ事業所Ｄ事務所へ臨時雇用員として入社

したが、同事業所で45年４月１日にＥ共済組合に加入するまでの期間の

厚生年金保険の加入記録が無い。同じ時期に同じく臨時雇用員として入

社した同僚は厚生年金保険に加入しており、私も加入していたと思うの

で調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された申立人に係る人事記録の写しにより、申立人は、

昭和43年11月11日にＡ事業所Ｄ事務所に臨時雇用員として採用され、45年

４月１日付けで準職員となりＥ共済組合に加入していることが確認できる。 

   また、Ｆ（機関）Ｇ部は、事業主照会に対し、「『臨時雇用員等社会保

険事務処理規程』（昭和38年９月７日付け総裁達第435号）により、同年

10月１日以降は臨時雇用員を厚生年金保険へ加入させることが制度化され

ている。」と回答している。 

   さらに、Ａ事業所の健康保険厚生年金保険被保険者原票において、申立

人が採用された昭和43年11月11日付けで51人が厚生年金保険被保険者の資

格を取得しているところ、それらの被保険者で連絡の取れた８人のうち７

人は、「入社時は臨時雇用員だった。」と供述している。 



  

   これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、元同僚の記録から２万

2,000円とすることが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行し

たか否かについては、事業主は不明としているが、仮に、事業主から申立

人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者

報酬月額算定基礎届及び被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこ

ととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所（当時）が当該届出

を記録していないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主か

ら当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その

結果、社会保険事務所は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は申立期間の保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 



  

千葉厚生年金 事案 3493 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭

和 21 年９月 26 日、資格喪失日は 28 年４月３日であることが認められる

ことから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に

係る記録を訂正することが必要である。 

   なお、当該期間に係る標準報酬月額については、昭和 21 年９月から同

年 11 月までの期間は 330 円、同年 12 月から 22 年２月までの期間は 480

円、同年３月から 23 年７月までの期間は 600 円、同年８月から 24 年４月

までの期間は 7,800 円及び同年５月から 28 年３月までの期間は 8,000 円

とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 大正 15 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 21 年９月 26 日から 30 年 10 月１日まで 

私の父は、申立期間において、Ｃ市のＡ社Ｂ事業所にＤ（職種）と

して勤務したが、この間の厚生年金保険被保険者記録が欠落しているの

で、訂正してほしい。 

（注）申立ては、申立人の子が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間のうち、昭和 21 年９月 26 日から 28 年４月３日までの期間

については、元同僚の具体的な供述から、申立人が当該期間において、

Ａ社Ｂ事業所に勤務していたことが認められる。 

    また、当該事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿において、申立人

と姓のみが相違（姓の記載が不鮮明）しているが、名前及び生年月日が

申立人と一致する基礎年金番号に統合されていない厚生年金保険被保険

者記録（資格取得日は昭和 21 年９月 26 日、資格喪失日は 28 年４月３

日）が確認できる。 

    さらに、申立人の元同僚は、「申立人と一緒に入社し、申立期間当時



  

勤務していた。私が、昭和 23 年頃に寮を出るまで申立人と同じ部屋に

居住していた。また、６人が写っている写真の右から２番目が申立人で

ある。」と具体的に供述している上、元同僚は 21 年９月 26 日から 26

年５月１日までの期間について当該事業所における厚生年金保険被保険

者の加入記録が確認できることから、上記基礎年金番号に統合されてい

ない厚生年金保険被保険者記録は申立人の記録であるものと推認できる。 

    これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 21 年９月 26

日に被保険者資格を取得し、28 年４月３日に資格を喪失した旨の届出

を社会保険事務所（当時）に行ったと認められる。 

    また、申立期間の標準報酬月額については、当該未統合記録から昭和

21 年９月から同年 11 月までの期間は 330 円、同年 12 月から 22 年２月

までの期間は 480 円、同年３月から 23 年７月までの期間は 600 円、同

年８月から 24 年４月までの期間は 7,800 円及び同年５月から 28 年３月

までの期間は 8,000 円とすることが妥当である。 

 

  ２ 申立期間のうち、昭和 28 年４月３日から 30 年 10 月１日までの期間

については、Ａ社Ｂ事業所に係る厚生年金保険被保険者名簿及び被保険

者台帳において、申立人の被保険者記録を確認することができない上、

申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

    これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間のうち昭和 28 年４月

３日から 30 年 10 月１日までに係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3494 

 

第１ 委員会の結論 

   事業主は、申立人が昭和 57 年９月１日に厚生年金保険被保険者の資格

を喪失した旨の届出を社会保険事務所（当時）に行ったことが認められる

ことから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録

を訂正することが必要である。 

   なお、申立期間の標準報酬月額については 17 万円とすることが妥当で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 33 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 57 年８月１日から同年９月１日まで 

    私は、昭和52年４月１日にＡ社（当時）に入社し、60年３月31日に退

職するまで継続して勤務していたが、同社Ｂ支店から同社Ｃ支店に転勤

した際、同社Ｂ支店の厚生年金保険被保険者の資格喪失日が57年８月１

日で、同社Ｃ支店の資格取得日が同年９月１日になっているため、１か

月間空白ができている。厚生年金基金の記録は連続しており、空白期間

は無いはずであるので、調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   企業年金連合会から提出された「中脱記録照会（回答）」及びＤ健康保

険組合（Ｅ健康保険組合を承継）から提出された資料から判断すると、申

立人はＡ社に継続して勤務し（昭和 57 年９月１日に同社Ｂ支店から同社

Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められる。 

   また、Ａ社Ｂ支店の総務担当者は、「昭和 57 年当時は、厚生年金基金

への被保険者資格に係る届書は複写式の届出用紙であった。」と回答して

いる。 

   これらを総合的に判断すると、申立人の主張する昭和 57 年９月１日に

被保険者資格を喪失した旨の届出を事業主が社会保険事務所に行ったこと

が認められる。 



  

   なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ支店におけ

る昭和 57 年７月の社会保険事務所の記録から、17 万円とすることが妥当

である。



  

千葉厚生年金 事案 3495 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係

る記録を昭和 51 年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11 万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 51 年３月 30 日から同年４月１日まで 

    私は、昭和 45 年７月から平成９年９月までＡ社に継続して勤務して

いたが、同社から同社Ｂ事業所へ異動したときの、昭和 51 年３月の厚

生年金保険の加入記録が欠落しているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録、Ａ社から提出された人事記録及びＣ健康保険組合

から提出された健康保険被保険者資格取得証明書から判断すると、申立人

はＡ社に継続して勤務し（昭和 51 年４月１日に同社から同社Ｂ事業所に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

51 年２月の社会保険事務所（当時）の記録から 11 万円とすることが妥当

である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主から提出された「厚生年金保険被保険者資格喪失確認通

知書」から、事業主は昭和 51 年３月 30 日を資格喪失日として届け出たこ

とが認められることから、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る申

立期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納

入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合

又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。



  

千葉厚生年金 事案 3496 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 26 万円に訂正することが必

要である。 

   なお、事業主が、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 49 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 13 年 11 月１日から 14 年２月１日まで 

    私は、厚生年金保険の標準報酬月額と保険料納付額の月別状況を確認

したところ、私が所持するＡ社の給与支給明細書では、平成 13 年 11 月

分給与から 14 年１月分給与まで、標準報酬月額 26 万円に見合う厚生年

金保険料が控除されていると思うのだが、実際に記録されている標準報

酬月額は 24 万円とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、

標準報酬月額を改定又は決定し、記録の訂正及び保険給付が行われるのは、

事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報

酬月額のいずれか低い方を認定することとなる。 

   一方、申立人から提出された給与支給明細書（平成 13 年 10 月から 14

年５月まで）により、申立期間の 13 年 11 月から 14 年１月における申立

人の総支給額及び控除された厚生年金保険料に見合う標準報酬月額は、い

ずれもオンライン記録よりも高額であることが確認できる。 

   したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額については、給与支



  

給明細書により、26 万円に訂正することが妥当である。 

   なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、Ａ社は既に適用事業所でなくなっている上、当時の事業主とは

連絡が取れないため、事情を聴取することができず、このほかに確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。 

   また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事

業主が、給与支給明細書で確認できる厚生年金保険料控除額に見合う報酬

月額の届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについては、

これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行った

とは認められない。 



  

千葉厚生年金 事案 3497 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社Ｂ店における資格喪失日は、昭和 45 年 11 月１日であると

認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日

に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、４万 8,000 円とすることが

妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 45 年 10 月 31 日から同年 11 月１日まで 

   私は、昭和 44 年４月から平成 14 年３月まで継続してＡ社グループに

勤務し、44 年 11 月１日から 45 年 10 月 31 日まで、Ａ社Ｂ店に勤務し、

同年 11 月１日にＡ社Ｃ支社へ転勤となったが、１か月の年金記録が欠

落しているのはおかしいので厚生年金保険の記録を確認してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の加入記録により、事業所は不明であるものの、申立期間の昭

和 44 年 11 月１日から 45 年 10 月 31 日までのＤ市内の事業所における加

入記録が確認できるところ、当該期間にＡ社Ｂ店における厚生年金保険の

被保険者記録が確認できることから、当該雇用保険の加入記録はＡ社Ｂ店

における加入記録と認められる。 

また、Ａ社から提出された同社Ｂ店のＥ厚生年金基金加入員資格喪失届

の写しから、申立人は同社Ｂ店において、昭和 45 年 11 月１日に資格喪失

していることが確認できる上、同社は、「基金の届出用紙は複写式であっ

た。」と供述していることから、厚生年金保険の加入記録と厚生年金基金

の加入記録が異なっているのは不自然である。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立人が昭和 45 年 11 月１日

に資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行ったことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社Ｂ店における

昭和 45 年９月の社会保険事務所（当時）の記録から４万 8,000 円とする

ことが妥当である。



  

千葉厚生年金 事案 3498 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年

金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められることか

ら、Ａ事業所における申立期間の標準賞与額に係る記録を平成 16 年 12 月

15 日は 60 万円、17 年６月 15 日は 52 万円、同年 12 月 16 日は 65 万円、

18 年６月 15 日は 52 万円、同年 12 月 15 日は 65 万円、19 年６月 15 日は

52 万円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料

を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成 16 年 12 月 15 日 

             ② 平成 17 年６月 15 日 

             ③ 平成 17 年 12 月 16 日 

             ④ 平成 18 年６月 15 日 

             ⑤ 平成 18 年 12 月 15 日 

             ⑥ 平成 19 年６月 15 日 

    私が所持するＡ事業所の諸給与明細書において申立期間の賞与分に係

る厚生年金保険料が控除されているが、厚生年金保険の被保険者記録が

欠落しているので、厚生年金保険の被保険者記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

    申立人から提出された賞与に係る諸給与明細書により、申立人は、平成

16 年 12 月 15 日、17 年６月 15 日、同年 12 月 16 日、18 年６月 15 日、同

年 12 月 15 日及び 19 年６月 15 日にＡ事業所から賞与の支払を受け、当該

賞与額に見合う厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたこ

とが認められる。 

    また、申立期間に係る標準賞与額については、申立人から提出された賞

与に係る諸給与明細書により、申立期間①は 60 万円、申立期間②は 52 万

円、申立期間③は 65 万円、申立期間④は 52 万円、申立期間⑤は 65 万円

及び申立期間⑥は 52 万円とすることが妥当である。 



  

    なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は、申立期間に係る賞与支払届を社会保険事務所（当

時）に提出しておらず、保険料も納付していないと回答していることから、

事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 



  

千葉国民年金 事案 3519 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年５月から 59 年２月までの期間及び 60 年６月から同

年７月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認め

ることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 37 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 57 年５月から 59 年２月まで 

             ② 昭和 60 年６月から同年７月まで 

    私は、申立期間当時会社を退職した際、社会保険事務所（当時）から

国民年金保険料の納付書が送られてきたので、Ａ市内の銀行窓口等で保

険料を納付していたのに、申立期間が未納とされていることは納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間の国民年金保険料をＡ市内の銀行窓口等で納付した

と申述しているところ、申立人の所持する年金手帳に記載されている国民

年金手帳記号番号は、昭和 63 年８月８日に社会保険事務所からＢ市に払

い出された手帳記号番号の一つであり、申立人の主張する国民年金保険料

の納付を開始した時期及び場所と相違している上、同年金手帳には、初め

て国民年金の被保険者となった日が同年９月１日と記載されており、オン

ライン記録とも一致することから、申立期間は国民年金に未加入の期間で

あり、制度上、保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金の加入手続を行った覚えが

無いと申述している上、申立人の記憶が不鮮明なため、申立期間の具体的

な納付状況は不明である。 

   加えて、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料



  

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3520 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和46年４月から48年１月までの期間及び同年２月から51年６

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 46 年４月から 48 年１月まで 

             ② 昭和 48 年２月から 51 年６月まで 

    私は、申立期間①については、昭和48年２月頃にＡ市Ｂ区Ｃの社宅に

転居したとき、国民年金保険料の未納を知らせるはがきが届いたので、

未納保険料を３回に分割して納付したはずである。また、申立期間②に

ついては、保険料を納付書で毎月納付していたのに、申立期間①及び②

が未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和48年２月頃にＡ市Ｂ区の社宅に転居したとき、それ以前

の国民年金保険料の未納分を３回に分割して納付し、それ以降の保険料は

毎月納付していたと述べるところ、特殊台帳において、申立期間は未納と

記録されており、申立期間②直後の51年７月から52年３月までの期間及び

同年４月から53年３月までの期間の保険料を同年10月21日及び同年12月26

日に分割して過年度納付していることが確認できることから、申立人の主

張する保険料の納付状況と相違している上、申立人が当該過年度納付を行

った時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期

間である。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の国民年金手帳記号

番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3521 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和63年３月から平成２年１月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 34 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63 年３月から平成２年１月まで 

    私は、昭和63年３月から平成２年１月までの国民年金保険料をＡ銀行

Ｂ支店又はＣ支店で毎年１年分まとめて納付した。納付書が送付されて

くれば必ず納付していたのに、申立期間が未納となっているので年金記

録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   オンライン記録によれば、申立期間に係る昭和63年３月１日の第３号被

保険者非該当及び第１号被保険者資格取得の処理が平成４年３月４日に遡

って行われており、この処理が行われるまでは、申立期間は第３号被保険

者期間として取り扱われていたことから、国民年金保険料の納付書は発行

されておらず、保険料を納付することはできない期間である。 

   また、オンライン記録により、上記の処理が行われた平成４年３月４日

時点で、納付可能であった申立期間直後の２年２月以降の保険料を過年度

納付していることが確認できるが、申立期間の保険料は時効により納付す

ることができなかったものと推認される。 

   さらに、申立人は、申立期間に係る国民年金の種別変更手続及び保険料

を納付した時期について具体的に記憶していない上、申立期間の保険料を

納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほか

に申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3522 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 56 年４月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 36 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 56 年４月から 57 年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続を行ったことを記憶している。一人暮らし

を始めた昭和 57 年以降も、保険料、税金、公共料金等の督促状が来た

ことは一度も無く、申立期間の国民年金保険料が未納であることは絶対

にあり得ないので、年金記録を調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 56 年４月に国民年金の加入手続を行ったと主張してい

るが、申立人の国民年金手帳記号番号は、同年 11 月９日に社会保険事務

所（当時）からＡ市へ払い出された手帳記号番号の一つであり、同市の保

管する申立人の国民年金被保険者名簿によれば、申立人の加入手続が 57

年８月１日に行われ、その際、56 年４月 25 日に遡って被保険者資格を取

得したことが確認できることから、申立人の主張する加入手続を行った時

期と相違している。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出された事情はうかがえないことから、昭和 57 年８月１日にＡ市で申

立人の加入手続が行われるまで、申立期間は国民年金に未加入の期間であ

る上、上記被保険者名簿においても申立期間の保険料が納付されていた形

跡はうかがえない。 

   さらに、申立人は申立期間の保険料の納付方法、納付金額等について記

憶が不鮮明なため申立期間の納付状況が不明である上、申立期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほ

かに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

   これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認

めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3523 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年 12 月から 53 年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 30 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 50 年 12 月から 53 年３月まで 

    私は、高等学校を卒業後、家業を手伝っていた。母が私の国民年金の

加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたが、申立期間が

未納となっているので年金記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立人の母が国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納付

を行ってくれていたと主張しているところ、申立人の国民年金手帳記号番

号は、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、

昭和 53 年３月 23 日にＡ社会保険事務所（当時）からＢ市に払い出された

手帳記号番号の一つであることが確認でき、前後の任意加入者の資格取得

日から同年５月に加入手続を行い、50 年 12 月時点に遡って国民年金の被

保険者資格を取得したものと推認できる。 

   また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払

出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が払

い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらず、昭和 53 年５月に

Ｂ市で申立人に手帳記号番号が払い出されるまで、申立期間は国民年金に

未加入の期間であった。 

   さらに、申立人は加入手続及び保険料の納付に直接関与しておらず、加

入手続及び保険料納付を行ったとする申立人の母は亡くなっているため、

申立期間の加入手続及び保険料納付状況は不明である上、申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、

ほかに申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3524 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 62 年４月から 63 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 41 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 62 年４月から 63 年３月まで 

    私は、両親に勧められ、国民年金の加入手続及び国民年金保険料の納

付を行った。私の所持する年金手帳には、国民年金の被保険者となった

日が昭和 62 年４月１日となっているのに、申立期間が未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳記号番号は平成２年４月３日に社会保険事務所

（当時）からＡ市に払い出された手帳記号番号の一つであり、同市が保管

する申立人の国民年金被保険者名簿には、申立人の国民年金の加入手続が

同年５月下期に行われたことが記録されており、この時点では、申立期間

の国民年金保険料は時効により納付することができない。 

   また、申立人は加入手続を行った時期及び保険料の納付状況についての

記憶が曖昧であり、申立期間の加入手続状況及び保険料の納付状況は不明

である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3525 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 54 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 29 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 54 年１月から同年３月まで 

    私が昭和 54 年５月に結婚するまでは、母が国民年金の加入手続を行

い、国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間についても、母が

国民年金の再加入手続を行い、保険料を納付してくれていたと思うので、

調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、その母が申立期間に係る国民年金の再加入手続を行ってくれ

たと主張しているが、申立人が所持している年金手帳には、昭和 52 年 12

月１日に国民年金の被保険者資格を喪失し、54 年４月１日に再取得した

ことが記載されている上、オンライン記録、特殊台帳並びにＡ市及びＢ市

の被保険者名簿の記録と一致しており、申立期間は未加入期間であること

から国民年金保険料を納付することができない期間である。 

   また、国民年金手帳記号番号払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、

申立期間の保険料を納付する前提となる、別の手帳記号番号が払い出され

たことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、申立人自身は、申立期間に係る国民年金の再加入手続及び保険

料の納付に関与しておらず、手続及び納付を行ったとする申立人の母は既

に亡くなっており、納付状況は不明である上、申立期間の保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3526 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 11 年４月から 12 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 19 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成 11 年４月から 12 年３月まで 

    私は、Ａ市からＢ市に転入した直後に、国民健康保険の加入手続と一

緒に国民年金の加入手続も行い、申立期間の国民年金保険料は、Ｂ市か

ら送付された納付書で定期的に納付しているはずであり、未納とされて

いることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、住民票により、Ａ市からＢ市に平成 11 年２月 21 日に転入し

ていることが確認できるが、申立人が所持している国民年金手帳の住所欄

により、12 年６月 19 日に国民年金の住所変更手続を行ったことが確認で

き、申立人の主張とは相違している。 

   また、申立人が住所変更手続を行った平成 12 年６月 19 日の時点では、

申立期間の国民年金保険料を遡って過年度納付することは可能であるが、

申立人は、申立期間の保険料は定期的に納付しており、保険料を遡って一

括で納付したことはないと主張している。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3527（事案 2621 の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年８月から同年 10 月までの期間、39 年 11 月から 41

年 11 月までの期間、42 年 10 月から 43 年３月までの期間、44 年４月から

45 年２月までの期間、46 年４月から 47 年３月までの期間及び同年７月か

ら 48 年５月までの期間の国民年金保険料については、納付していたもの

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 12 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 38 年８月から同年 10 月まで 

             ② 昭和 39 年 11 月から 41 年 11 月まで 

             ③ 昭和 42 年 10 月から 43 年３月まで 

             ④ 昭和 44 年４月から 45 年２月まで 

             ⑤ 昭和 46 年４月から 47 年３月まで 

             ⑥ 昭和 47 年７月から 48 年５月まで 

    私は、Ａ市役所の職員に言われ、国民健康保険と一緒に国民年金の加

入手続を行い、妻と一緒に国民年金保険料を納付し続けていたはずなの

で、申立期間が未加入及び未納とされていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①のうち昭和 38 年８月から同年９月までの期間、申立期間

②のうち 39 年 12 月から 41 年 11 月までの期間及び申立期間⑥に係る申

立てについては、ⅰ）国民年金に未加入の期間であり、制度上、国民年

金保険料を納付することができない期間であること、ⅱ）申立人に対し

て別の国民年金手帳記号番号が払い出された事情が見当たらないこと、

ⅲ）申立人の妻は、申立人と同様に国民年金に未加入の期間であること

から、既に当委員会の決定に基づき平成 22 年７月 28 日付けで年金記録

の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

    今回、申立人は、当該期間については、Ａ市役所の職員に言われ、国

民健康保険と一緒に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を納付



  

していたとして再申立てを行っているが、当該期間の保険料を納付して

いたことをうかがわせる新たな資料等は提出されておらず、当委員会の

決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、当該

期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

 

  ２ 申立人は、新たに申立期間①のうち昭和 38 年 10 月、申立期間②のう

ち 39 年 11 月、申立期間③、④及び⑤の保険料を納付したと申し立てて

いるところ、申立期間①のうち 38 年 10 月及び申立期間②のうち 39 年

11 月については、申立人が所持する国民年金手帳には、国民年金被保

険者の資格取得日は 42 年 10 月５日と記載され、当該取得日以前の資格

記録の記載は無く、オンライン記録とも一致することから、取得日以前

の当該期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、保険料を納付す

ることはできない期間である。 

    また、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号

が払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

    さらに、申立期間③、④及び⑤については、申立人が所持する国民年

金手帳に検認印は押されておらず、特殊台帳の記録と一致している上、

申立人と一緒に保険料を納付したとする申立人の妻も申立期間③、④及

び⑤は未納である。 

    加えて、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに当該期間の保険料を納付し

ていたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

    これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間①のうち昭和 38 年 10 月、申立期間②の

うち 39 年 11 月、申立期間③、④及び⑤の国民年金保険料を納付してい

たものと認めることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3528 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 45 年１月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 45 年１月から 48 年３月まで 

    私の国民年金については、学生であったときに、母が加入手続を行い、

私が就職する昭和 48 年３月までの国民年金保険料を、母が父及び母自

身の保険料と一緒にＡ区で納付していたと聞いている。私は就職すると

きに母から保険料を納付していたとする小さな半券のような証書を預か

ったが、紛失したことを記憶している。申立期間が未加入とされている

ことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、母が申立人の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年

金保険料を母が父及び母自身の保険料と一緒に納付していたと聞いている

と申述しているが、保険料の納付については、加入時において国民年金手

帳記号番号の払出しを受け、手帳記号番号に基づき保険料を納付するとこ

ろ、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号払出簿

検索システムにより、Ａ区において払い出された手帳記号番号を縦覧調査

した結果、申立期間前後において申立人の氏名は無く、欠番も無い上、ほ

かに申立人に手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情は見当

たらないことから、申立期間は国民年金に未加入の期間であり、制度上、

保険料を納付できない期間である。 

   また、申立人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に直接関与してお

らず、関与したとする申立人の母からは聞き取り調査を行うことができず、

申立期間における保険料の納付状況は不明であり、申立人の姉も 20 歳当

時は未加入である。 

   さらに、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、



  

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3529 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成５年７月から６年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 37 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 平成５年７月から６年１月まで 

    私は、申立期間当時は年金について関心が薄く、国民年金保険料の納

付書が届いていたが放置しておいたところ、督促状が送られてきた。督

促状には「納付しないと将来、年金が受け取れなくなる。」というよう

な内容が書いてあったので、まとめて保険料を納付した。納付書には赤

い縁取りがあったことなど記憶ははっきりしており、申立期間が未納と

されていることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間当時は年金について関心が薄く、国民年金保険料の

納付書が届いていたが放置しておいたところ、督促状が送られてきたので

申立期間の保険料をまとめて納付したと申述しているが、オンライン記録

によれば、申立期間は平成 11 年６月に厚生年金保険の被保険者記録に基

づき国民年金の被保険者資格記録を追加処理したことにより生じた国民年

金の未納期間であることが確認でき、記録が追加された時点において申立

期間は時効により保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立期間は基礎年金番号制度が導入される前であり、国民年金の

加入時において、申立人に対し国民年金手帳記号番号が払い出されること

となるが、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   さらに、オンライン記録によると、申立人は平成 12 年６月に 10 年６月

から 11 年３月までの保険料を、12 年７月に同年４月から同年７月までの

保険料を、それぞれ一括納付していることが確認でき、ほかに一括して納



  

付した期間は見当たらないことから、申立人がまとめて納付したとの申述

は、当該各期間の保険料を納付したときの記憶である可能性が考えられる。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉国民年金 事案 3530 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 27 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 47 年７月から 51 年３月まで 

    私は、23 歳になった頃にＡ市役所に行き、保険料の納付の申出を行

った。保険料は両親に用意してもらい、それまで未納であった保険料を

まとめて納付したはずであるのに、申立期間の保険料が未納とされてい

ることは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、Ａ市役所に行き、それまで未納であった国民年金保険料をま

とめて納付したはずであると申述しているところ、申立人の国民年金手帳

記号番号は、国民年金手帳記号番号払出簿から昭和 51 年 12 月１日に社会

保険事務所（当時）からＡ市に払い出された手帳記号番号の一つであり、

前後の任意加入者の資格取得日から、申立人は 52 年２月頃に国民年金の

加入手続を行い、その際、47 年７月４日に遡って国民年金の被保険者資

格を取得したことが推認できることから、加入手続を行った時点において、

申立期間の過半は時効により保険料を納付することができない期間である。 

   また、申立期間の保険料は、申立人の国民年金加入以降に実施された第

３回特例納付により納付することは可能であるが、申立人は特例納付を行

ったことは無いと述べている上、申立期間の保険料を用意してくれたとす

る申立人の両親は既に亡くなっており、保険料の納付状況は不明である。 

   さらに、オンラインシステムによる氏名検索及び国民年金手帳記号番号

払出簿検索システムによる縦覧調査の結果、申立人に別の手帳記号番号が

払い出されたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   加えて、申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立期間の保険料を納付していたことをう



  

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認め

ることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3499 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 14 年３月から 17 年３月まで 

私は、平成14年３月頃から17年３月頃まで、Ａ社で正社員として勤務

し、厚生年金保険料も給与から控除されていたので、申立期間の厚生年

金保険の加入記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された雇用契約書（パートタイマー）（平成16年４月８日

付け、17年３月11日付け及び18年４月５日付け）により、申立人が、申立

期間に当該事業所にパートタイマーとして雇用されていたことは確認でき

る。 

しかし、Ａ社から提出された申立人に係る賃金台帳により、申立人が雇

用された平成16年４月８日から退職した19年１月19日まで、各月の給与か

ら厚生年金保険料は控除されていなかったことが確認できる。 

また、上記雇用契約書（パートタイマー）により、雇用条件から、申立

人は厚生年金保険の加入基準（１日又は１週の所定労働時間及び１か月の

所定労働日数が、当該事業所において同種の業務に従事する一般社員のお

おむね４分の３以上である場合に、原則的に被保険者になる。）を満たし

ていないことが認められる。 

このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3500 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 18 年１月から同年４月１日まで 

             ② 昭和 18 年４月から 20 年８月 15 日まで 

             ③ 昭和 25 年 10 月から 32 年３月１日まで 

    私は、Ａ事業所では昭和 18 年３月末日まで勤務しており、その後同

年４月から 20 年８月の終戦までＢ事業所（その後、Ｃ省Ｄ局Ｅ事務

所）に勤務した。また、22 年 11 月から 32 年２月末日までＦ社に勤務

したが、申立期間①、②及び③について厚生年金保険の被保険者記録が

無いので調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、「Ａ事業所に昭和 18 年３月末日

まで勤務した。」と主張している。 

    しかしながら、Ａ事業所の健康保険労働者年金保険被保険者名簿には

75 人の被保険者が確認できるところ、申立期間①において労働者年金

保険（現在は、厚生年金保険）に加入している 17 人を調査したが、全

員所在が不明のため、申立人の退職時期について確認することはできな

い。 

    また、Ａ事業所は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

当時の事業主の所在も不明であることから、申立人の勤務実態及び厚生

年金保険料の控除について確認することはできない。 

    このほか、申立期間①における保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、「昭和 18 年４月にＣ省（当時）



  

Ｄ局直轄のＧ（施設）に本科生として入所した。」と供述しており、労

働者年金保険及び厚生年金保険の被保険者となり得る者だったとは考え

難い。 

    また、Ｂ事業所又はＥ事務所は、オンライン記録において、厚生年金

保険の適用事業所として確認できない。 

このほか、申立期間②における保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、オンライン記録において、Ｆ社における申立

人の厚生年金保険被保険者の資格喪失日は昭和 25 年 10 月 14 日と記録

されているところ、申立人は、「同社には、昭和 32 年２月末日まで勤

務した。」と主張している。 

    しかしながら、申立人は、「同僚のＨ氏より、半年から１年くらい前

に辞めた。」と供述しているところ、Ｈ氏の資格喪失日は、昭和 26 年

８月１日であり、申立人の資格喪失日（25 年 10 月 14 日）の約９か月

後であることから、申立人の供述はオンライン記録と符合している。 

    また、Ｆ社の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は

厚生年金保険の被保険者資格を昭和 22 年 11 月４日に取得し、25 年 10

月 14 日に喪失していることが確認でき、同年以降の標準報酬月額の改

定も記載されていない。 

    このほか、申立期間③における保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3501 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者としてその主張す

る標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 24 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 50 年 10 月 27 日から 57 年 12 月 29 日まで 

             ② 平成３年１月１日から４年１月１日まで 

             ③ 平成４年５月６日から９年５月 21 日まで 

    私は、昭和 50 年 10 月から 57 年 12 月までＡ社に勤務したが、標準報

酬月額に残業代、通勤定期代及び管理職手当が含まれていない。また、

63 年４月から平成４年３月まで勤務したＢ社における３年分の源泉徴

収票から、当時の標準報酬月額に通勤定期代及び扶養手当が含まれて

いない。さらに、同年５月から９年５月まで勤務したＣ社における４

年から８年までの源泉徴収票から、当時の標準報酬月額に通勤定期代

が含まれていない。これらについて納得できないので、調査してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①については、申立人は、「昭和 50 年 10 月から 57 年 12 月

までＡ社に勤務したが、当時の標準報酬月額に残業代、通勤定期代及

び管理職手当が含まれていない。」と主張している。 

    しかし、当該事業所の元事業主は、「会社は数年前に解散しており、

当時の関連資料は無く、分からない。」と回答していることから、申

立人の申立期間当時の厚生年金保険料の控除について確認できない。 

    また、当該事業所において、申立期間に厚生年金保険に加入記録があ

る元同僚９名のうち、所在が判明し回答を得ることができた３名は、

「申立期間当時の自分の厚生年金保険の標準報酬月額について不自然

さは無かった。」と供述している。 



  

    さらに、Ｄ厚生年金基金から提出された厚生年金基金加入員台帳より、

申立人の標準報酬月額は、昭和 50 年 10 月から 51 年６月までの期間は

９万 8,000 円、同年７月から 52 年６月までの期間は 11 万 8,000 円、

同年７月から 54 年６月までの期間は 15 万円、同年７月から 55 年９月

までの期間は 18 万円、同年 10 月から 56 年９月までの期間は 19 万円、

同年 10 月から 57 年９月までの期間は 20 万円、同年 10 月から同年 11

月までの期間は 19 万円であることが確認でき、オンライン記録と一致

する。 

    このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ２ 申立期間②については、申立人は、「昭和 63 年４月から平成４年３

月まで勤務したＢ社における３年分の源泉徴収票から、当時の標準報

酬月額に通勤定期代及び扶養手当が含まれていない。」と主張してい

る。 

    しかし、当該事業所の元事業主は、「会社は倒産してしまったので資

料等は無いが、申立人は、Ｅ（職種）として採用された契約社員であ

り、弊社は申立人を含めた全社員に対して通勤手当及び諸手当を踏ま

えた報酬月額の届出を社会保険事務所（当時）に行っていた。」と回

答している。 

    また、当該事業所において、申立期間に厚生年金保険に加入記録があ

る元同僚６名のうち、所在が判明し回答を得ることができた１名は、

「申立期間当時の当該事業所における自分の厚生年金保険の標準報酬

月額について不自然さは無かった。」と供述している。 

    さらに、当該事業所が加入しているＦ厚生年金基金から提出された加

入員台帳より、申立人の標準報酬月額は、昭和 63 年４月から同年９月

までの期間は 26 万円、同年 10 月から平成元年９月までの期間は 30 万

円、同年 10 月から３年９月までの期間は 32 万円、同年 10 月から４年

２月までの期間は 34 万円であることが確認でき、オンライン記録と一

致する。 

    このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ３ 申立期間③については、申立人は、「平成４年５月から９年５月まで

勤務したＣ社における４年から８年までの源泉徴収票から、当時の標

準報酬月額に通勤定期代が含まれていない。」と主張している。 

    しかし、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなって

いるため、申立期間当時、社会保険の事務手続を担当していた社会保



  

険労務士に確認したところ「申立人は、Ｅ（職種）として採用された

正社員であり、会社では入社時に３か月分の定期代を給与計算データ

に入力し、その後は３か月ごとにその金額が給与明細に計上されてい

て、当事務所はその資料に基づいて全ての被保険者の事務処理を行っ

ていた。」と回答している上、当該社会保険労務士から提出された厚

生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書には通貨に

よるものの額 32 万 5,020 円から決定される標準報酬月額 32 万円、平

成６年度厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書には金銭（通貨）

によるものの額 33 万 5,910 円（５月）、36 万 1,400 円（６月）、32

万 2,550 円（７月）から決定される標準報酬月額 34 万円の記載があり、

オンライン記録と一致する。 

    また、Ｃ社が加入しているＧ保険組合から提出された加入記録より、

平成７年 10 月１日及び８年 10 月１日の定時改定時の標準報酬月額は

共に 36 万円であり、オンライン記録と一致する。 

    さらに、当該事業所において、申立期間に厚生年金保険に加入記録が

ある元同僚 18 名のうち、所在が判明し回答を得ることができた１名は、

「申立期間当時の当該事業所における自分の厚生年金保険の標準報酬

月額について不自然さは無かった。」と供述している。 

    このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

 

  ４ これらの事実及びこれまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に

判断すると、申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額

に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3502 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 26 年 10 月１日から 28 年 10 月１日まで 

    私は、昭和 26 年 10 月１日から 28 年 11 月末日まで、Ａ社Ｂ事業所

（現在は、Ｃ社）のＤ工場で工員として勤務し、その間、厚生年金保険

に終始加入していたはずであるが、申立期間の厚生年金保険被保険者記

録が欠落していることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「昭和 26 年 10 月１日から 28 年 11 月末日まで、Ａ社Ｂ事業

所のＤ工場で工員として勤務し、その間、厚生年金保険に終始加入してい

たはずである。」と主張している。 

しかし、Ｃ社は、「Ａ社Ｂ事業所が申立人の申立てどおりの被保険者資

格取得届出及び厚生年金保険料の納付を行ったか否かについては、申立期

間当時の関係資料が現存しないので不明である。」と回答している。 

   また、厚生年金保険被保険者記号番号払出簿で確認できた 24 人のうち、

所在が判明し回答を得ることができた３人は、「資格取得日前は臨時工と

して、勤務期間を３か月ごとに区切られて雇用されていたため、厚生年金

保険には加入していなかった。」と供述している。 

   さらに、申立人のＡ社Ｂ事業所における厚生年金保険の資格取得日「昭

和 28 年 10 月１日」は、申立人の保有する厚生年金保険被保険者証に記載

されている資格取得日と一致している上、同被保険者証に係る払出簿には、

当該事業所における、少なくとも同一ページに記載されている申立人を含

む 25 人に対し、被保険者台帳の記号番号が連番で払い出され、資格取得

日も同年 10 月１日と記録されている。 

   このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確



  

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3503 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 33 年８月１日から 35 年３月１日まで 

    私は、昭和 31 年７月１日から 35 年２月末日まで、Ａ区Ｂに所在した

Ｃ社Ｄ事務所（現在は、Ｃ社が承継）に勤務し、その間、終始、厚生年

金保険に加入していたはずであるが、33 年８月１日に厚生年金保険被

保険者の資格が喪失とされ、それ以降、未加入となっていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｃ社から提出された申立人に係る社会保険加入員台帳には、申立人が昭

和 32 年９月にＥ区ＦのＧ事務所からＨ区（現在は、Ｉ区）のＪ事務所に

異動し、同事務所で 33 年８月１日に厚生年金保険被保険者の資格を喪失

した旨記述されている上、同社は、申立人の申立てどおりの被保険者資格

喪失の届出及び厚生年金保険料の控除を行ったか否かについては、「当時

の資料が保存されていないため不明である。」と回答している。 

   また、申立人が記憶する申立期間当時Ｃ社Ｄ事務所において経理事務を

担当していたとする社員の所在は不明である上、申立人は同社Ｊ事務所に

おける責任者及び元同僚の氏名を記憶していないことから、元同僚等に聞

き取り調査を行うことができず、申立人の申立期間における保険料の控除

について確認することができない。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3504 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年６月 21 日から 62 年４月１日ま

での期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人は、申立期間のうち昭和 62 年４月１日から平成３年１月

１日までの期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 46 年６月 21 日から 62 年４月１日まで 

             ② 昭和 62年４月１日から平成３年１月１日まで  

私の夫は、申立期間①については、支給年月及び支給項目が定かでは

ないＡ事業所の給与明細書によると、本来の厚生年金保険料に比べて、

多くの保険料が控除されていたと思うので、保険料に見合う年金給付に

してほしい。申立期間②については、Ａ事業所から、突然私に在職期間

の照会があり、同社は当初、社会保険庁（当時）の記録と会社の記録に

相違があると言っていたが、後になってから、相違は無かったと連絡し

てきた。同社の回答は信用できないので、調査してほしい。 

   （注）申立ては、申立人の妻が、死亡した申立人の年金記録の訂正を求 

めて行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、Ａ事業所は、申立人の申立期間当時の関連資

料について、「残っている資料は無い。」と回答しており、申立人の厚

生年金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人から提出された昭和 53 年分の源泉徴収票の社会保険料

の金額は、オンライン記録による標準報酬月額に基づき試算した社会保

険料合計額とほぼ一致する。 

さらに、申立人がＢ事業所に入社した昭和 46 年６月から同社が適用



  

事業所でなくなった 53 年１月までの間の標準報酬月額は、８万 6,000

円から 30 万円と上昇傾向にあり、不自然さは認められない上、Ｃ社に

入社した同年１月の被保険者資格取得時の標準報酬月額は 30 万円で、

同年９月以降 62 年４月１日にＡ事業所での資格喪失日までの標準報酬

額は当時の最高等級（53 年９月から 32 万円、55 年 10 月から 41 万円、

60 年 10 月から 47 万円）で推移している。 

なお、申立人から提出された支給年月及び支給項目が不明の給与明細

書については、支給項目の相関関係から判断して報酬月額と考えられる

額が 34 万円を超えていることから、申立人の標準報酬月額が当時の最

高等級になった昭和 53 年９月以降のものであると考えられる。 

このほか、申立期間①において、事業主が社会保険事務所（当時）に

届け出た標準報酬月額よりも高額な標準報酬月額に基づく保険料が控除

されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間①について、社会保険事務所に届け出た額よりも高額

な標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間②については、Ａ事業所は、「当社システムに登録されてい

る退職日と社会保険庁（当時）の記録に相違は無い。」と回答している

上、雇用保険の加入記録により、申立人が昭和 62 年３月 31 日に同社を

離職していることが確認でき、その翌日を資格喪失日とする厚生年金保

険の記録と符合する。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、その払出簿により、昭和

62 年１月７日に払い出された手帳記号番号の一つで、申立人の次の手

帳記号番号の任意加入者の加入時期から、申立人は、同年４月に国民年

金への加入手続を行ったと推認でき、Ａ事業所での資格喪失日である同

年４月１日に強制で国民年金の被保険者資格を取得していることが確認

できる上、申立人の妻は、申立人がＣ社に在任中の 59 年６月 23 日に国

民年金に任意加入し、第３号被保険者制度が発足した 61 年４月１日か

ら 62 年３月までは第３号被保険者であったが、同年４月１日には第１

号被保険者へ種別変更手続を行っている。 

さらに、申立人が加入していたＤ厚生年金基金は代行返上しているた

め、申立人の同基金での代行返上前の加入記録を確認できないが、代行

返上が認可されていること、及び雇用保険の離職日が昭和 62 年３月 31

日であることを考え合わせると、申立人の同基金における資格喪失日は

同年４月１日であったと推認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における保険料の控除について確認で



  

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3505 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 25 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 53 年５月から 54 年２月まで 

             ② 昭和 57 年５月から 59 年３月まで 

    私は、申立期間①についてはＡ区に所在するＢ事業所に、また申立期

間②についてはＣ事業所に勤務した。当該期間について、厚生年金保険

に加入していると思っていたが、被保険者期間となっていない。調査の

上、訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人が保有する給与明細書等により、申立

人はＢ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録において、Ｂ事業所は、厚生年金保険の適

用事業所として確認できない。 

また、事業主は、「当事業所は、今まで厚生年金保険に加入したこ

とが無いので、資格取得及び喪失の手続を行ったことはなく、また申立

人から厚生年金保険料も控除していない。」と回答しているところ、オ

ンライン記録から事業主は申立期間において国民年金保険料を納付し、

厚生年金保険に加入していないことが確認できる。 

さらに、申立人から提出された昭和 53 年 10 月、同年 12 月及び 54

年２月の給与明細書から、厚生年金保険料は控除されていないことが確

認できる。 

加えて、申立人から提出された昭和 53 年度国民健康保険税納税通知

書によると、申立人が申立期間を含む昭和 53 年７月から 54 年３月まで

の間の国民健康保険料１万 1,020 円（53 年９月 30 日納付分 5,520 円、

同年 11 月 30 日納付分 5,500 円）を納付したことが確認できるところ、



  

53 年分給与所得の源泉徴収票における社会保険料１万 1,020 円と一致

していることから、厚生年金保険料の控除は行われていないことがうか

がわれる上、申立人は、「Ｂ事業所で勤務するようになり、給与が夫の

扶養の範囲を超えたので、国民健康保険に加入した。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

２ 申立期間②については、申立人はＣ事業所で臨時職員として勤務して

いたと主張しているところ、Ｃ事業所Ｄ事務所で申立期間②当時に勤務

していた同僚は、「申立人は、職員が産休等で休んだときや人手が足り

ないときに臨時職員として来てもらった。」と証言していることから、

申立人がＣ事業所に勤務していたことは推認できる。 

しかし、オンライン記録により、Ｅ市役所は、平成元年５月 26 日に

厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間②は適用事業所では

ない期間であることが確認できる。 

また、Ｅ市役所人事課は、「申立期間当時は、Ｅ市役所人事課がＣ

事業所の臨時職員の管理を行っていた。当時はまだ厚生年金保険の適用

事業所になっていなかったので、臨時職員が厚生年金保険に加入するこ

とは無かったと思う。また、申立期間当時のＣ事業所の臨時職員に関す

る記録は無い。」と回答していることから、申立人の申立期間②におけ

る厚生年金保険料の控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3506 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 11 年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 63 年 11 月１日から平成４年３月 31 日まで 

私は、Ａ社に勤務していた期間のうち、昭和63年11月から平成３年

７月までの標準報酬月額が47万円から８万円に、同年８月から４年３月

までの標準報酬月額が53万円から９万2,000円に下げられていることが

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、申立期間のうち、昭和 63 年 11 月から平成３

年７月までは 47 万円から８万円に、同年８月から４年３月までは 53 万円

から９万 2,000 円に、それぞれ改定されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、Ａ社に係る事業所記録及び閉鎖登記簿謄本により、

申立期間において当該事業所の代表取締役として勤務していたことが確認

できる上、申立期間当時、経理等の事務を担当し、社会保険事務所への届

出書の作成をしていた元同僚（申立人の妹）は、「作成した書類は全て社

長である申立人が確認した上で代表者印を押していた。」と供述している。 

また、社会保険事務所（当時）では、「標準報酬月額の変更の届出を行

う場合は、会社の代表者印が押された届書が必要である。」と回答してい

る上、申立人は、代表者印は自分が保管していたと認めていることから、

代表取締役である申立人が当該標準報酬月額の変更に関与していなかった

とは認め難い。 

さらに、オンライン記録により、申立人の標準報酬月額は、昭和 63 年

11 月１日の随時改定が平成元年４月５日に、同年 10 月１日の定時決定が

同年９月５日に、２年 10 月１日の定時決定が同年８月 23 日に、３年８月

１日の随時改定が同年８月 15 日にそれぞれ処理されており、記録管理上



  

の不自然さは認められない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

代表取締役である申立人が自らの標準報酬月額の訂正処理に関与しながら、

当該処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立人

の申立期間に係る標準報酬月額の記録の訂正を認めることはできない。



  

千葉厚生年金 事案 3507 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 18 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 38 年８月 10 日から 39 年 12 月 25 日まで 

    私は、昭和 36 年に大学に入学し、Ａ社、Ｂ社及びＣ社でアルバイト

をしながら卒業した。ほかのアルバイト期間は厚生年金保険の加入記録

があるにもかかわらず、38 年８月 10 日から 39 年 12 月 25 日まで勤務

したＣ社での厚生年金保険の加入記録が無いので、調査の上、厚生年金

保険の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「申立期間においてＣ社でアルバイトをしていた。」と主張

している。 

   しかし、Ｃ社は平成 11 年に破産宣告を受けており、破産管財人は、

「当該事業所の労務関係の帳簿資料は 20 年３月 21 日付けで全て廃棄処分

しており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険料の控除については不明で

ある。」と回答している。 

   また、申立人に対し電話及び文書照会を行ったものの、具体的な供述を

得られない上、申立人は元同僚等の氏名を記憶していないことから、元同

僚等に聞き取り調査を行うことができず、申立人の勤務実態を確認するこ

とはできない。 

   さらに、当該事業所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿において、申

立期間に申立人の氏名は無く、健康保険の整理番号に欠番は無い。 

   このほか、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3508 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 20 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 50 年３月１日から同年９月１日まで 

    私は、Ａ社の専務に入社を勧められ、同社に入社した。同社における

厚生年金保険の加入記録が昭和 50 年９月１日とされているが、同年３

月から勤務しているので同年３月１日から同年９月１日までの厚生年金

保険の被保険者記録が無いことは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、｢昭和 50 年３月１日にＡ社に入社した。｣と主張している。 

   しかし、閉鎖登記簿謄本により、Ａ社は平成 18 年に破産していること

が確認でき、元事業主とは連絡が取れず、申立人の勤務実態及び厚生年金

保険料の控除について確認することができない上、破産管財人は「当該事

業所に係る人事記録等の書類は保管していない。」と回答している。 

   また、元同僚は｢申立人のことは覚えているが、勤務期間までは不明で

ある。｣と供述しており、申立期間における申立人の勤務実態を確認する

ことができない。 

   さらに、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3509 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和 28 年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 54 年 10 月１日から 55 年７月１日まで 

    私は、昭和 54 年 10 月から 55 年６月末までＡ社に勤務し、給与から

厚生年金保険料を控除されていたはずなので、この期間の厚生年金保険

の加入記録が欠落していることは納得できない。調査して厚生年金保険

の加入記録を回復してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   元事業主及び元同僚の妻の証言から、勤務期間は特定できないものの、

申立人がＡ社に勤務していたことは推認できる。 

   しかしながら、Ａ社は、昭和 55 年 10 月１日に厚生年金保険の適用事業

所になっており、申立期間は適用事業所になる前の期間である。 

   また、元事業主は、「申立期間当時は私自身が社会保険の事務手続を行

っていたが、申立人の給与から申立期間に係る厚生年金保険料を控除して

いたかは不明である。」と回答している。 

   さらに、申立人の当該事業所における雇用保険の加入記録は確認できな

い上、申立人の申立期間における保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



  

千葉厚生年金 事案 3510 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張

する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 36 年 10 月から 37 年８月まで 

    私は昭和 31 年３月から 37 年８月までＡ社に勤務したが、給与が減額

されたことは無いのに、申立期間の標準報酬月額が直前の標準報酬月額

と比べて下がっていることは納得できないので、調査して記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、「Ａ社の勤務期間中において、給与を減額されたことは無い

のに、申立期間の標準報酬月額が下がっていることは納得できない。」と

主張している。 

   しかし、Ａ社は昭和 62 年 11 月 26 日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっている上、申立期間当時の事業主は既に死亡していることから、申

立人の申立期間に係る報酬月額及び厚生年金保険料の控除について確認す

ることができない。 

   また、オンライン記録により昭和 36 年の定時決定及び直前の標準報酬

月額の推移について確認したところ、元同僚 10 名のうち、標準報酬月額

が申立人と同様に下がった者は２名おり、上がった者は２名、変わらなか

った者は６名、それぞれ確認でき、申立人のみが特殊な取扱いを受けてい

たという事情は見当たらない。 

   さらに、申立期間において厚生年金保険被保険者の資格を有する３名の

元同僚に対して照会を行ったが、具体的な証言は得られず、申立人の保険

料の控除について確認することができない。 

   加えて、当該事業所の申立期間に係る健康保険厚生年金保険被保険者名

簿の標準報酬月額の記録とオンライン記録は一致しており、申立人の申立



  

期間において、標準報酬月額の遡及訂正等の不自然な記録訂正がなされた

形跡は見当たらない。 

   このほか、申立人が事業主により、その主張する標準報酬月額に基づく

保険料を給与から控除されていたことを確認できる関連資料及び周辺事情

は見当たらない。 

   これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 


